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平成２２年２月１日 

申請者各位 

日本商工会議所 

東京事務所 

 

特定原産地証明書に係るシステム出力領収書（窓口現金払い）への変更のご連絡 

 

平素は当所の事業に格別のご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、平成２２年４月１日より、特定原産地証明書の領収書発給事務の一部を変更いたし

ますので、下記の通りご案内申し上げます。 

 

記 

 

1. 変更点 

 ＜平成２２年４月１日交付分から＞ 

 ＪＣＣＩ発給システムより東京事務所が領収書を出力し、印字して発行します。 

（手書き領収書からシステム出力の領収書に変更します。） 

 領収書は、発給申請１件につき１枚の発行となります。 

 

 ＜平成２２年４月１日発給申請分から＞ 

 申請者が発給申請書入力画面より、領収書宛名を変更できます。 

 特定原産地証明発給申請通知書の提出は必要ありません。 

 

2. 領収書宛名変更画面 

 

初期設定は発給申請者の和文社名ですが、宛名の変更が可能

です。宛名が空欄や上様での領収書発行はできません。 
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3. 注意事項 

 

 発給申請１件につき、領収書１枚を発行する事務処理上、特定原産地証明書交付時

に少しお待たせすることがありますが、ご了承ください。 

 

 領収書の宛名を変更する場合は、必ず発給申請時に発給申請書入力画面で、変更作

業を行ってください。初期設定は発給申請者の和文社名になっています。 

なお、次の点にご注意ください。 

①宛名を間違って入力した場合は、そのまま領収書の宛名欄に印刷されます。 

②発給申請後の領収書の宛名変更はできません。 

③宛名が空欄や上様での領収書の発行はできません。 

④領収書の再発行・差し替えはできません。 

 

 特定原産地証明発給申請通知書の提出がなくなりますので、発給申請書入力画面の

「本件に関するご担当者」欄には、必ず実際のご担当者を入力してください。その

方宛にお問い合わせ等の連絡をします。初期設定は発給申請者になっていますので、

ご注意ください。 

 

 

 

 【本件連絡先】 日本商工会議所東京事務所 

TEL：03-3283-7771 

FAX：03-3201-6265 

 


